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新型コロナウイルス感染症関連支援施策情報

https://www.sendaicci.or.jp/corona-pj.html

感染症対策の徹底を従業員やお客さまへ
呼びかけながら継続していきましょう！

仙台市で市内飲食店を対象とした無料ＰＣＲ検査を実施中！
詳しくは仙台市ホームページ（https://www.city.sendai.jp/koryu/pcrtest.html）よりご確認ください。

仙台市ホームページ

問 経営支援グループ  ℡ 022－２６５－８１２７

新型コロナウイルスの影響でお困りの事業者の方は、
仙台商工会議所経営相談窓口までお問い合わせください。

問い合わせフォーム

※本特集に掲載している内容は7月１５日時点の情報です。
　申請の際は、当所ホームページ等で最新情報をご確認ください。

ポストコロナを踏まえた新たな取り組み等を支援！
小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】

新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生
産プロセスの導入等を行う取り組みを支援する制度です。

お問い合わせ

仙台商工会議所管内（旧仙台市内）の小規模事業者

※補助金総額の１／４以内（最大２５万円）を感染防止対策に充当可能。
補助率３／４以内で上限１００万円

第３回受け付け：２０２１年９月８日（水）１７：００ ※電子申請のみの受け付け。

給　付　額

対　象　者

締 め 切 り

補助対象経費

仙台商工会議所　経営支援グループ　０２２－２６５－８１２７ ※受付時間：平日９：００～１７：００
持続化補助金低感染リスク型コールセンター　０３－６７３１－９３２５
※受付時間：平日９：３０～１７：３０
詳細は、小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】特設サイトよりご確認ください。
ＵＲＬ：https://www.jizokuka-post-corona.jp/

販路開拓や感染防止対策に係る費用の２／３を補助！
宮城県中小企業等再起支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響によって業況が悪化し、事業活動に支障をきたしている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図る
ために行う、販路開拓、生産性向上および感染防止対策に関する新たな取り組みを支援する制度です。

１）宮城県内に本社・本店、または住所を有する中小企業者・小規模事業者（個人事業主を含む）
２）宮城県内に主たる住所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
３）宮城県外に本社・本店、または住所を有する中小企業者・小規模事業者（個人事業主を含む）、および同県外に
主たる事務所を有し、一定の要件を満たすＮＰＯ法人であって同県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロ
ナ対策認証制度」の認証を取得した者（ただし、補助対象は同県内で営業する飲食店で実施する事業に限る）

対　象　者

１）新型コロナウイルス感染症の影響により、２０２１年１月以降のいずれか１カ月の売り上げが、前年または前々
年同月比で３０％以上減少していること

２）新型コロナウイルス感染症の影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること
３）２０２１年３月３１日までに創業していること

補 助 要 件

宮城県による営業時間短縮の協力要請、ＧｏＴｏキャンペーン停止、宮城県・仙台市による独自の緊急事態宣言の影響を受け、２０２１年
５月または６月の売り上げが、前々年または前年同月の売り上げと比較し、一定以上減少した中小企業等に支援金を支給する制度です。

時短要請等で影響を受けた事業者、それに関連する事業者を支援！
仙台市第２次時短要請等関連事業者支援金

対　象　者

お問い合わせ

以下の全ての要件を満たす事業者
１）次のいずれかに該当する事業者であること
 ・ 中小企業：仙台市内に本店の登記を行っていること
 ・ その他法人：仙台市内に主たる事務所の登記を行っていること
 ・ 個人事業主：仙台市内に住民登録があることまたは同市内に施設を所有・賃借し、当該施設で事業を行っていること
２）２０２１年５月または６月の売り上げが、前々年または前年同月比で、
●１～３のいずれかに該当する関連事業者等は３０％以上減少していること
　１．宮城県による営業時間短縮の協力要請による影響を受けた関連事業者
　２．国のＧｏＴｏキャンペーン停止による影響を受けた事業者
　３．宮城県・仙台市による独自の緊急事態宣言による影響を受けた事業者
　※１～３については、宮城県による営業時間短縮の協力要請（第６期）の対象事業者を除く。
●以下に該当する時短要請対象者は５０％以上かつ１５０万円以上減少していること
宮城県による２０２１年５月１２日（水）２０：００から２０２１年６月１日（火）５：００まで実施された営業時間短
縮の協力要請（第６期）の対象事業者

３）２０２１年３月以前から事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
宮城県による営業時間短縮の協力要請により影響を受けた関連事業者、国のＧｏＴｏキャンペーン停止により
影響を受けた事業者、宮城県・仙台市による独自の緊急事態宣言により影響を受けた事業者の支給額
個人事業主　最大５万円～７．５万円
法　　　人　最大１０万円～１５万円
宮城県による営業時間短縮の協力要請（第６期）の対象事業者の給付額
個人事業主　５万円～３０万円
法　　　人　１０万円～６０万円

給　付　額

時短要請等関連事業者支援金事務局　０２２－２６３－８８３３
※受付時間：平日９：００～１７：００
詳細は、仙台市ホームページよりご確認ください。
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin/dai2zisienkin.html

締 め 切り ２０２１年８月１３日（金） ※当日消印・窓口提出有効

対人接触機会を減らすための機械装置等の購入費、計画に基づく新たなビジネス・サービス等の広報費、感染
防止対策費（例：消毒液・マスクの購入、換気設備の導入） など

お問い合わせ

締 め 切 り ２０２１年８月４日（水） ※当日消印有効
※予算上限に達する見込みとなった時点で、申請期間中であっても受け付けを終了する場合があります。

補　助　額 補助率２／３以内で３０万円～１００万円

宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局　０５７０－０４４－０３０
※受付時間：平日１０：００～１７：００
詳細は、宮城県中小企業等再起支援事業補助金特設ページよりご確認ください。
https://miyagi-chusho-saiki.jp/

補助対象経費 新たな販促用のチラシやネット販売システム作成等に係る広報費、感染防止対策のための内装およびレイアウト
改装工事をはじめとした感染防止対策に係る費用　など


